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（ 契 印 省 略 ）

「インターネット等を介した eラーニング等により行われる

技能講習等の実施ガイドライン」等の周知について

ｅラーニング等により行われる技能講習等については、令和３年１月 25 日付

け基安安発 0125 第２号、基安労発 0125 第１号、基安化発 0125 第１号「インタ

ーネット等を介したｅラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安

全衛生教育等の実施について」により基本的な考え方及び留意事項を示したと

ころであるが、これを受け、今般、一般社団法人全国登録教習機関協会が、別添

のとおり、登録教習機関がｅラーニング等により技能講習等を行う際の留意点

をまとめた「インターネット等を介した e ラーニング等により行われる技能講

習等の実施ガイドライン」、関連の質疑応答を取りまとめた「インターネット等

を介したｅラーニング等により行われる技能講習及び特別教育に関する質疑応

答要領」等を作成したところである。

ついては、本ガイドライン等を了知していただくとともに、各都道府県労働局

の登録教習機関に対する指導等の際の参考とされたい。
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別紙１ 

 

インターネット等を介した eラーニング等により行われる 

技能講習等の実施ガイドライン 

 

Ⅰ 全般的な事項 

 

１ 技能講習や特別教育について現在の対面による方法と同等の水準を維持する必要があ

ること。 

 

２ 今回の通達がインターネット等を介した eラーニング等により行われる技能講習や特

別教育を義務付けたり、推奨したりするものではないこと。 

 

３ 通達に基づき複数会場で同時に実施する技能講習の学科講習については、ライブ配信

方式（情報通信機器を通して、講師が講習を行う会場及びそれ以外の会場において、同時

かつ双方向に講習を行う方式で、サテライト方式を含む。）及び録画配信方式（情報通信

機器を通して、講師が直接講義を行う場所及びそれ以外の場所において、動画ファイルを

再生して行われる方式）があること。 

 

４ 通達に基づく技能講習の学科講習の実施方法として一般的になじむ方法としては、次

のものがあること。 

（１）単一会場で実施する場合 

講師が映像教材又はウェブサイト動画等（以下「映像教材等」という。）により講

義を行う方法 

（２）複数会場で同時に実施する場合 

本部会場で講義講師が直接講義し、他の会場では、本部会場での講義の状況をライ

ブ配信方式で講義を行い、質問等への対応も本部会場の講師が行う方法 

なお、録画配信方式については、所定の講習時間を超過して、別枠の質疑応答の

ための講習時間をあらかじめ設定する場合を除き、時間不足が生じるおそれがある

こと等を勘案すると、一般的な方法としてはなじまないこと（別添１）。 

 

5 映像教材等を用いての学科講習を行うことについては、一定の条件のもとに、講師の講 

義に替えてこれを使用することが認められること。 

なお、講師の講義に替えて使用が認められる映像教材等については出演講師、作成者及

び監修者に一定の条件がかかっていること（「Ⅱ 具体的な実施方法」の「Ⅱ-１ 技能講

習」の「２ 学科講習」についての「単一会場での実施」欄の「（２）映像教材等により講

義を行う場合」のア及びイ）、講師が講義の中で市販のＤＶＤ等の映像教材等を使用する

場合は従来どおり限定的な使用に限られること等に留意する必要があること。 
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6  通達の別表の「技能講習」の「人数」の欄においては、「学科講習について、会場ごと

におおむね１００人以内の受講者としていること」とされていること。 

一方、受講者の質問等に対しては、講師が講義中に双方向が確保されている状況で適切

に応答する（以下「応答する」という。）ことが求められており、これには、質問等をし

ようとする受講者を順次指名し、質問等を受け付ける等の調整も含まれること。 

 これらを円滑に行うためには、複数会場で技能講習を実施するときについて、上記４の 

（２）の本部会場の講師が質問等に応答する場合には、その実行可能性を考慮すると、す 

べての会場の受講者の総和を一定数以内とする必要があり、具体的には、おおむね１００ 

人以内とすることが目安になること。 

ただし、所定の講習時間を超過して、別枠の質疑応答のための講習時間をあらかじめ設

定するとともに、全講習時間（所定の講習時間及び質疑応答のための講習時間）を通じて、

各会場に監視者としての役割を兼務する質問等対応講師を、講義講師とは別に配置する

場合は、この限りではないこと。 

 

7  本ガイドラインを踏まえた学科講習の具体的な実施方法の例として、ライブ配信方式

におけるＩＴ機器の設置概要を別添２に示す。 
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Ⅱ 具体的な実施方法 

 

Ⅱ-１ 技能講習 

技能講習の実施方法を「単一会場で実施する場合」及び「複数会場で同時に実施する場合」 

について整理すると表１のとおりである。 

（表１）技能講習の実施方法 

 
単一会場で実施する場合 

複数会場で同時に 

実施する場合(注) 

１ 受付 従前のとおり。 従前のとおり。 

２ 学科講  

習 

 

 

 

（１）講師が直接講義を行う場合 

従前のとおり、次によるものとす

る。 

 ア 当該機関との契約関係を有 

し、労働安全衛生法（以下「法」 

という。）第７７条第２項第２号 

に規定される者で、受講者に講 

義を行う講師（以下表１及び別添

１において「講義講師」とい 

う。）を配置すること。 

イ 受講者がおおむね１００人以

内であること。 

（２）映像教材等により講義を行う場

合 

ア 映像教材等に出演する講師は、

講義講師であること。 

イ 映像教材等を作成する者及び

監修する者は、いずれも、講義講

師であること。 

ウ 当該機関との契約関係を有し、

法第７７条第２項第２号に規定

される者で、受講者の質問等に応

答する講師（以下表１及び別添１

において「質問等応答講師」とい

う。）を配置し、その者に講義の進

行管理を行わせること。 

エ 質問等応答講師が受講者の受

講状況を直接監視するとともに、

法第７７条第２項第３号に規定

（１）本部会場で講義講師が直接講

義し、他の会場ではその映像に

より講義を行う場合（ライブ配

信方式）であって、受講者の質

問等に本部の講義講師が映像

上で応答する場合（本部の講義

講師が主体的に映像教材等を

使用して講義を行い、その映像

教材等を含め講義の状況を映

像で各会場に流す場合を含

む。） 

ア すべての会場の受講者の総

和をおおむね１００人以内と

することが目安になること。 

イ 本部会場では講義を行う講

義講師がすべての会場の受講

者の質問等に応答すること。 

ウ すべての会場の受講者が質

疑応答の状況を視聴できるこ

と。 

エ 本部会場では講義を行った

講義講師が受講者の受講状況

を直接監視し、他の会場では受

講者の受講状況を直接監視す

る職員を配置するとともに、監

視する職員が実施管理者でな

い場合は、実施管理者が技能講

習の実施状況を把握すること。 

オ 映像教材等を使用する場合
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する者（以下「実施管理者」とい

う。）が技能講習の実施状況を把

握すること。 

オ 受講者がおおむね１００人以

内であること。 

は、「単一会場で実施する場合」

欄の（２）のア及びイによるこ

と。 

３ 実技講

習 

 

従前のとおり。 

（講師と同一場所で対面により実施） 

従前のとおり。 

（講師と同一場所で対面により実

施） 

４ 修了試  

験の実施 

 

従前のとおり。 

（登録教習機関の監視者と同一場所

で対面により実施） 

従前のとおり。 

（登録教習機関の監視者と同一場

所で対面により実施） 

５ 修了証

の発行 

従前のとおり。 

 

従前のとおり。 

 

６ 業務規

程 の 変 更

等 

 

e ラーニング等による技能講習等

を実施することに伴い、既に労働局に

提出している業務規程に変更が生じ

る場合は、その変更の内容についての

届出を行うこと。 

e ラーニング等による技能講習等

を実施することに伴い、既に労働局

に提出している業務規程に変更が

生じる場合は、その変更の内容につ

いての届出を行うこと。 

７ 設備、

機材等 

（１）講義講師が直接講義を行う場合 

従前のとおり。 

（２）映像教材等により講義を行う場

合 

ア 必要な映像教材等を使用する

ための設備、機材等を整備するこ

と。 

イ 設備、機材等の故障等に対応で

きる職員の配置等を行うこと。 

（１）本部会場で講義講師が直接講

義し、他の会場ではその映像に

より講義を行う場合 

ア 本部会場での講義講師の講

義の状況を他の会場において

視聴できる設備、機材等を整備

すること。 

イ 本部会場での講義講師の質

問等への応答する状況をすべ

ての会場の受講者が視聴でき

る設備、機材等を整備するこ

と。 

ウ 設備、機材等の故障等に対応

できる職員の配置等を行うこ

と。 

（注）各会場に講義講師を配置する場合は、各会場は、左欄の「単一会場で実施する場合」

に該当することとなり、また、質問等応答講師を各会場に配置する場合は、（別添１）

で示すとおり、一般的な方法にはなじまないことから、これらについては、本欄には挙

げていない。 
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Ⅱ-２ 特別教育 

特別教育の実施方法を「単一会場で実施する場合」、「複数会場で同時に実施する場合」及

び「個別の受講者に対して映像教材等を用いて実施する場合」について整理すると表２のと

おりである。 

（表２）特別教育の実施方法 

 単一会場で実施

する場合 

複数会場で同時に実施する

場合 

個別の受講者に対して映像教

材等を用いて実施する場合 

１  受

付 

従前のとおり。 従前のとおり。 実施機関の事務所 

２  学

科教育 

 

 

 

（１） 講師（当 

該教育に関し十

分な知識及び経

験を有する者に

限る。以下表２に

おいて同じ。）が

直接講義を行う

場合 

従前のとおり。 

（２）映像教材等

により講義を行

う場合 

ア  映像教材等

に出演する講

師並びに当該

映像教材等を

作成する者及

び監修する者

が、いずれも当

該教育に関し

十分な知識及

び経験を有す

ること。 

イ  受講者の質

問等に応答す

ることができ

る講師を配置

すること又は

受講者から質

問があった場

（１）本部会場で講師が直接

講義し、他の会場ではそ

の映像により講義を行

う場合 

ア 受講者の質問等に応

答する講師を配置する

こと又は受講者から質

問があった場合受付回

答ができる体制がある

こと。 

イ 他の会場では受講者

の受講状況を監視する

職員の配置等の対応を

講ずること。 

（２）本部会場及び他の会場

ともに映像教材等によ

り講義を行う場合 

ア 映像教材等に出演す

る講師並びに当該映像

教材等を作成する者及

び監修する者が、いずれ

も当該教育に関し十分

な知識及び経験を有す

ること。 

イ 受講者の質問等に応

答することができる講

師を配置すること又は

受講者から質問があっ

た場合受付回答ができ

る体制があること。 

（１）映像教材等に出演する

講師並びに当該映像教材

等を作成する者及び監修

する者が、いずれも当該

教育に関し十分な知識及

び経験を有すること。 

（２）質問等に応答すること

ができる講師を配置する

こと又は受講者から質問

があった場合受付回答が

できる体制があること。 
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合受付回答が

できる体制が

あること。 

ウ  受講者の受

講状況を監視

する職員の配

置等対応を講

ずること。 

ウ 受講者の受講状況を

監視する職員の配置等

対応を講ずること。 

３  実

技教育 

 

従前のとおり。 

（実施機関の講

師と同一場所で

対面により実施） 

従前のとおり。 

（実施機関の講師と同一場

所で対面により実施） 

従前のとおり。 

（実施機関の講師と同一場所

で対面により実施） 

４  修

了の確

認 

実施機関の管理

者、講師等による

確認 

実施機関の管理者、講師等に

よる確認 

受講者が所定の時間、所定

の内容を受講したことを確認

し、そのことがわかる資料等

を当該受講者を雇用する事業

者に提供する必要があるが、

確認の方法としては、次のよ

うな方法があること。 

（１）受講者を１か所に集合

させない場合であって

も、例えば、ビデオ会議ツ

ール等を用い、リアルタ

イムで講師が受講状況を

確認しながら教育を行う

方法 

（２）（１）と同様な場合で、 

管理者、教育実施者等が

ビデオ会議ツール等を用

い、一定の時間間隔で受

講者が適切に受講してい

ることを確認するととも

に、確認を行った際の受

講者の受講状況を画像で

保存しておく方法（別添

３） 

（３）使用している映像教材

等について、動画の再生

記録やパソコンの操作記
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録等に基づき教育を実施

する者が受講状況を確認

する方法 

（４）上記（１）、（２）及び（３）

のほか、教育時間につい

て、教育を実施した者が

合理的に証明できる方法 

５  修

了証の

発行 

実施した特別

教育の内容が一

部に限られる場

合は、その範囲で

修了証を発行す

ること。 

実施した特別教育の内容

が一部に限られる場合は、そ

の範囲で修了証を発行する

こと。 

実施した特別教育の内容が

一部に限られる場合は、その

範囲で修了証を発行するこ

と。 

６  設

備、機

材等 

（１）講師が直接

講義を行う場

合 

従前のとおり。 

（２）映像教材等

により講義

を行う場合 

ア  必要な映

像教材等を

使用するた

めの設備、機

材等を整備

すること。 

イ 設備、機材

等の故障等

に対応でき

る職員の配

置等を行う

こと。 

（１）本部会場で講師が直接

講義し、他の会場ではそ

の映像により講義を行

う場合 

ア 本部会場での講師の

講義の状況を他の会場

において視聴できる設

備、機材等を整備するこ

と。 

イ 受講者からの質問に

ついて受付回答によら

ない場合、本部会場での

講師の質問等への応答

する状況をすべての会

場の受講者が視聴でき

る設備、機材等を整備す

ること。 

ウ 設備、機材等の故障等

に対応できる職員の配

置等を行うこと。 

（２）本部会場及び他の会場

ともに映像教材等によ

り講義を行う場合 

ア 本部会場及び他の会

場において視聴できる

設備、機材等を整備する

（１）個別の受講者に対して

映像教材等を用いて講義

を行うための設備、機材

等を整備すること。 

（２）設備、機材等の故障等

に対応できる職員の配

置等を行うこと。 
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こと。 

イ 受講者からの質問に

ついて受付回答によら

ない場合、本部会場の講

師が本部会場及び他の

会場での質問等への応

答する状況をすべての

会場の受講者が視聴で

きる設備、機材等を整備

すること。 

ウ 設備、機材等の故障等

に対応できる職員の配

置等を行うこと。 
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（別添１） 

 

Ⅰ 技能講習における類型 

インターネット等を介した eラーニング等により行われる技能講習の学科講習につい

て、講師の配置などをもとに類型化すると次のとおりである。 

１ 単一会場での実施 

（１）講師が直接講義を行う場合                    （類型１）         

 

（２）映像教材等により講義を行う場合                 （類型２）         

 

２ 複数会場で同時に実施 

（１）本部会場で講義講師が直接講義し、他の会場ではその映像により講義を行う場合

（ライブ配信方式）で、     

ア 他の会場では受講者の質問等に応答する質問等応答講師を配置する場合             

（類型３） 

 

    イ 他の会場では受講者の質問等に本部の講義講師が映像上で応答する場合（本

部の講義講師が主体的に映像教材等を使用して講義を行い、その映像教材等

を含め講義の状況を映像で各会場に流す場合を含む。）（他の会場の受講者に

ついて受講時間不足にならないようにするため、質疑応答の状況を他の会場

の受講者が把握するための設備、機材等が必要）       （類型４）         

 

（２）本部会場及び他の会場ともに映像教材等により講義を行う場合（録画配信方式）

で、 

ア 受講者の質問等に応答する質問等応答講師をすべての会場に配置する場合            

（類型５） 

 

    イ 受講者の質問等に応答する質問等応答講師を本部会場に一人配置し、その質

問等応答講師がすべての会場での受講者の質問等に映像上で応答する場合

（他の会場の受講者について受講時間不足にならないようにするため、質疑

応答の状況を他の会場の受講者が把握するための設備、機材等が必要） 

                                   （類型６） 
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Ⅱ eラーニング等により行われる技能講習についての概略図 

 

（類型１）単一会場（従来型）     （類型２）単一会場（映像教材等を活用） 

 

 ◉ 

○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ 

◉講義講師 

◎質問等応答講師 

○受講者 

▼映像教材等 

 

 

◉(又は◎)▼ 

○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ 

 

（類型３）複数会場（ライブ配信方式１）  （類型４）複数会場（ライブ配信方式２） 

 

 

 

 

 

 
 

本部会場 

 ◉ 

○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ 

他の会場 

◎  ▼ 

○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ 

 他の会場 

◎  ▼ 

○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ 

  

 

 

 

 

 
 

本部会場 

 ◉ 

○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ 

他の会場 

 ▼ 

○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ 

 他の会場 

 ▼ 

○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ 

 

（類型５）複数会場（録画配信方式１）   （類型６）複数会場（録画配信方式２） 

 

 

 

 

 

 
 

本部会場 

◎  ▼ 

○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ 

他の会場 

◎  ▼ 

○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ 

 他の会場 

◎  ▼ 

○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ 

  

 

 

 

 

 
 

本部会場 

◎  ▼ 

○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ 

他の会場 

 ▼ 

○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ 

 他の会場 

 ▼ 

○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ 
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Ⅲ 各類型の実施可能性 

Ⅰで取り上げた（類型１）から（類型６）までの類型について、各登録教習機関での 

技能講習の実施可能性等について整理すると次のとおりである。 

 

（類型１）について 従来から行われてきた技能講習の学科講習の方法であり、インター

ネット等を介した eラーニング等により行われる技能講習には該当し

ない。 

 

（類型２）について 類型１の方法において映像教材等を活用する方法であり、インター

ネット等を介した eラーニング等により行われる技能講習になじむ方

法である。 

 

（類型３）について 他の会場で質問等があり、その会場に配置された質問等応答講師が

対応する場合、本部会場の講師の講義を止める必要があり、本部会場

の講師が主体的に講義のペースを調整することができない。このた

め、所定の講習時間内に質問等の時間を組み込んだときは、質問等が

予定より少なかった場合、講習時間が不足になることから、技能講習

の学科講習の方法としては、適当とはいえない。 

このことを避けるためには、質問等の時間を当初から別枠にし、所

定の講習時間を超過した講習時間を設定する必要があるが、このよう

な講習時間の設定は、多くの登録教習機関の技能講習の実施実態を勘

案すると、一般的な方法にはなじまない。 

 

（類型４）について 本部会場の講師が本部会場及び他の会場の受講者に対し、講義から

質問等への応答まで主体的に一貫して行う方法であり、インターネッ

ト等を介した eラーニング等により行われる技能講習になじむ方法で

ある。 

ただし、質問等をしようとする受講者の指名や質問等の受付け等の 

調整を含め、質問等への対応を円滑に実施するためには、その実行可能

性を考慮すると、すべての会場の受講者の総和を一定数以内とする必

要があり、具体的には、おおむね１００人以内とすることが目安になる。 

        なお、所定の講習時間を超過して、別枠の質疑応答のための講習時間

をあらかじめ設定するとともに、全講習時間（所定の講習時間及び質疑

応答のための講習時間）を通じて、各会場に監視者としての役割を兼務

する質問等対応講師を、講義講師とは別に配置する場合は、この限りで

はないこと。 
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（類型５）について 映像教材等による講義であるため講義のペースを調整することがで

きず、類型３と同様の理由により、一般的な方法にはなじまないこ

と。 

なお、各会場の質問等対応講師が独立して主体的に進行を管理しな

がら、映像教材等による講義を行う場合は、類型５ではなく、会場ご

とに類型２の講習が行われているものとみなすこととする。 

 

（類型６）について 映像教材等による講義であるため講義のペースを調整することがで

きず、類型３と同様の理由により、一般的な方法にはなじまないこ

と。 

 

以上より、各登録教習機関で技能講習を実施する場合、現実的な方法は、類型２及び

類型４に限られることになる。 

 



　＜ ライブ配信方式IT機器設置概要 ＞ (別添２)

配信元教室の機器 機器の役割 配信先教室の機器 機器の役割

講師用PC 学科講習用パワーポイント教材をUSBから読み込み、発表用モードで利用 します。 講師用カメラで取得した映像とマイクで取得した音声を受信します。

講師用PCから出力された学科講習用パワーポイント教材を教材投影用プロジェクターと （配信用PC同士でZOOM接続をします。）

HDMI送信機へ分配します。 配信用ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ 配信用PCで受信した講師用カメラからの映像をスクリーン②へ投影します。

教材投影用ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ学科講習用パワーポイント教材をスクリーン①へ投影します。 スクリーン② 配信用プロジェクターからの映像を映し出します。

HDMI送信機 講師用PCから送られてきた学科講習用パワーポイント教材をHDMI受信機へ送信します。 スピーカー 配信用PCで受信した音声をできる限り原音に近い形で出力できるようにします。

スクリーン① 教材投影用プロジェクターからの映像を映し出します。 HDMI受信機 HDMI送信機から送られてきた学科講習用パワーポイント教材を受信します。

講師用カメラ 講師とスクリーン①及びホワイトボードを撮影します。 教材投影用ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀHDMI受信機で受信した学科講習用パワーポイント教材を教材投影用スクリーンへ投影します。

マイク 講師からの音声を取得します。 教材投影用スクリーン 教材投影用プロジェクターからの映像を映し出します。

キャプチャボード 講師用カメラで撮影した映像を配信用PCに入力できるようにします。 WEBカメラ 広角カメラで受講生側の様子を撮影します。

単一指向性のピンマイクを用い、講師の音声をできる限り正確に拾えるようにします。 マイク 質疑応答時に配信先の受講生の音声を取得できるようにします。

（講師が着用するマスクも従前の不織布マスクからマウスシールドへ変更しました） WEBカメラで取得した受講生の様子を配信先教室の連絡用PCへ送ったり、質疑応答の際に、

オーディオIF ピンマイクで取得した講師の声をできる限り原音に近い形で配信用PCに取り込めるようにします。 配信先教室の講師と会話したりするために用います。（連絡用PC同士でZOOM接続をします。）

講師用カメラで取得した映像とマイクで取得した音声を、配信先教室にあ る配信用PCへ送信します。

（配信用PC同士でZOOM接続をします。）

配信先の教室にいる受講生の様子を確認したり、配信先の教室からの質問に対応するために用います。

（連絡用PC同士でZOOM接続します。）

ポケットWiFi インターネット回線の安定のため、トリプルキャリアでの接続を可能にします。

WiFi中継器 インターネット回線安定のため、ポケットWiFiからの電波を有線化できるようにします。

配信の安定を第一義に考え、配信用PCそれぞれに有線接続できるよう

WiFI中継器のポート(1ポート)を複数個(5ポート)に増やします。
スイッチングハブ

配信用PC

ハブ

ピンマイク

連絡用PC

配信用PC

連絡用PC

[キャプチャーボード]

[講師用カメラ]

講師とスクリーン①、

ホワイトボードを撮影

[ピンマイク]

[教材投影用プロジェクター]

学科講習用パワーポイント教材

をスクリーン①へ投影

[ハブ]

[HDMI送信機]

学科講習用パワーポイント教材を

HDMI受信機へ送信

[講師用PC]

講習用教材をUSBから

読込み確認・配信

[連絡用PC]

配信先教室との会話・

受講生モニター

[配信用PC]

講師用カメラの映像を配信

スクリーン ①

学科講習用パワーポイント教材の映像

配信元の学科教室

ホワイトボード

[ポケットWiFi]

スクリーン ②

[WEBカメラ]

[マイク]

教材投影用

スクリーン

学科講習用パワーポイント教材の映像実際に講師が授業を行う映像

（講師用カメラの映像）

[HDMI受信機]

学科講習用パワーポイント教材

をHDMI送信機から受取

配信先の学科教室

[教材投影用プロジェクター]

学科講習用パワーポイント教材を

教材投影用スクリーンへ投影

[配信用PC]

講師用カメラの映像を受信

[連絡用PC]

配信元の講師との会話・

受講生モニター

[配信用プロジェクター]

講師用カメラで撮影された映像を

スクリーン②へ投影

[オーディオIF]

[WiFi中継器]

ポケットWiFiからの電波を

受信し増強及び有線化

[スピーカー]

[スイッチングハブ]

1
5



1
6
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別紙２ 

 

インターネット等を介したｅラーニング等により行われる 

技能講習及び特別教育に関する質疑応答要領 

 

Ⅰ 技能講習 

１ 通達の別表「教材の閲覧・視聴等の時間の担保」 

(問)ｅラーニング等による技能講習における設備、機器等に不測の事態が生じないよう

にするための方策や生じた場合に講ずべき措置如何。 

(答)ライブ配信方式又は録画配信方式による技能講習の実施中に、端末機器の故障、通信

ネットワークの切断等の発生により、講習の継続が困難となり、講習範囲・講習時間の確保

ができない事態となった場合等に備え、迅速な復旧体制の確立や講習時間の延長、再講習

の実施等の対応をあらかじめ定めておくなど、技能講習の適切な実施に支障が生じないよ

う万全の措置を講じる必要がある。 

 

２ 通達の別表「映像教材等に出演する講師並びに映像教材等を作成する者及び監修する 

者」 

(問)ｅラーニング等による技能講習において、映像教材又はウェブサイト動画等（以下

「映像教材等」という。）を使用する場合、映像教材等に出演する講師並びに映像教材等

を作成する者及び監修する者とは、登録教習機関とはどのような関係の者か。全く無関

係の、例えば、市販のビデオ教材等を使用することは差し支えないか。 

(答)通達において、映像教材等に出演する講師並びにこれを作成する者及び監修する者は、

「各技能講習規程に定める講師の要件を満たすことが確認できること」とされている。ま

た、これらの者と登録教習機関との間には、安衛法 77条 2項 2号に基づき、常勤・非常勤、

専属・非専属を問わず、個別に雇用契約、委託契約等何らかの明確な契約関係が存在しなけ

ればならない。市販のビデオ等を購入してこれを講師による講義に替えて使用することは、

このような条件を担保できず認められない。 

 

３ 通達の別表「実技、修了試験等」 

(問)ｅラーニング等による技能講習修了試験（学科・実技）は、どのように行うのか。 

(答)通達において、修了試験は、「登録教習機関の監視者と同一場所で対面により実施する」

ことが求められている。学科試験では、試験問題の配付・回収、試験時間の管理、不正防止

のための巡回等を行う者を必ず配置することが必要であり、当該者を講師が兼務すること

は差し支えない。実技試験では、模範運転、添乗、採点等を行う者を配置し、当該者は熟練

者、実技講習の講師等であることが必要である。 
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４ 通達の記の２(２)ア及び別表「実施場所、質問対応」 

(問)ｅラーニング等による技能講習の実施状況を実施管理者が把握することとされてい

るが、具体的にどのような方法で行うのか。 

(答)法令及び通達では、ｅラーニング等により技能講習を行う場合にも対面による方法と

同等の教育効果を担保するため、実施管理者は技能講習の実施状況の把握やその管理を行

うこととされており、その方法は、ｅラーニング等による場合と講師が同一の場所（会場）

で対面による場合とで大きな相違はないものと考えられる。具体的には、実施管理者が、適

宜会場を巡回するなどして直接把握・管理したり、会場の講師や監視者からの報告等を通

じて実施状況を正確、かつ、確実に把握・管理できる方法によることが求められる。なお、

修了試験の合否の判定及び修了者の決定等は実施管理者自ら行う必要があることに留意す

る必要がある。 

 

５ 通達の記の２(２)ア及び別表「実施場所、質問対応」 

(問)ｅラーニング等により複数会場で技能講習の学科講習を同時に実施する場合におい

て、実施状況の把握等のため、各会場に監視者の配置は必要か。その際、監視者は講師で

なければならないか。また、実施状況の把握の方法として、webカメラでの会場全体の監

視も認められるか。 

(答)ｅラーニング等による技能講習においては、対面による方法と同等の教育効果を担保

することが求められていることから、途中退出・居眠り・代理出席の防止などのため、各会

場に講師又は講師以外の職員を監視者として配置することが必要である。ただし、受講者

数が少ないなどの講習環境であって、webカメラでの監視でこれと同等の適切な受講態度の

維持・確保が可能な場合にはこの限りでない。 

 

６ 通達の記の２(２)ア及び別表「実施場所、質問対応」 

(問)ｅラーニング等による技能講習の学科講習の実施中、講習内容に関する受講者から

の質問に対する応答はどのような方法で行わなければならないか。 

(答)講師が講義中に適切に応答できるよう双方向性が確保されており、質疑応答の状況を

他の会場の受講者が把握できるような方法とする必要がある。そのためには、質問等に係

る講師及び受講者の発言の画像や音声がすべての会場の受講者に正確に伝わるような機器

の設置・配置に留意しなければならない。 

 

７ 通達の別表「人数」 

(問)ｅラーニング等による技能講習の学科講習における講師の配置に応じた定員如何。 

(答)別紙１の「インターネット等を介したｅラーニング等により行われる技能講習等の実

施ガイドライン」のⅠの６参照。 
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８ 通達・別表の記載事項外（労働局に対する申請、届出等） 

(問)ｅラーニング等による技能講習を新たに開始しようとする場合、また、登録した会

場以外の都道府県で実施しようとする場合、労働局に対してどのような届出・報告が必

要となるか。また、映像教材等を使用することとし、そこに出演する講師は現在の講師以

外の講師となるが、このことについても届出・報告が必要か。 

(答) ｅラーニング等による技能講習を新たに開始しようとする場合等において、労働局に

対して必要となる届出・報告等の概要は次のとおり。 

１ 登録教習機関として登録されている本部会場が所在する都道府県以外の都道府県に他

の会場を設けて技能講習を行う場合には、当該他の会場の所在地を管轄する都道府県労

働局長の登録を受けなければならない。（法 77条 1項、登録省令 21条：登録の申請） 

２ 登録教習機関として登録を受けた都道府県で同一の区分でｅラーニング等による技能

講習を新たに開始しようとする場合における技能講習の実施方法及び講師の変更は、登

録事項変更の届出の対象とならない。（法 77条 3項で準用する法 47条の２、登録省令 22

条の 2：登録の変更の届出） 

３ ライブ配信方式や録画配信方式を新たに導入する場合には、技能講習の実施方法の変

更を行うこととなり、業務規程を変更し都道府県労働局長に届出なければならない。一

方、講師の新規選任・変更のある場合、講師の資格に変更がなければ、氏名は業務規程

記載事項ではないため、業務規程変更の対象とならない。（法 77条 3項で準用する法 48

条 1項、登録省令 23条 3項：業務規程の変更の届出） 

４ ｅラーニング等による技能講習を新たに開始しようとする場合に、実施場所、受講定

員、講師の氏名等の変更があるときには、これらは技能講習の実施に関する計画（講習

実施計画）の記載事項となっているので、当該計画の変更及びその公表が必要となり、

併せて、労働局へ報告することが望ましい。（法 77条 6項、登録省令 23条の 5：講習実

施計画の変更の公表・報告） 

５ ｅラーニング等による技能講習の新たな開始に伴い講師（別紙１の表１で講義講師と

位置付けられた映像教材等に出演する講師並びに映像教材等を作成する者及び監修する

者を含む。）の変更がある場合は、講師等の新規選任が毎事業年度終了後３か月以内に

提出する事業報告の付記事項とされているので、これに該当するときは報告する必要が

ある。（法 77条 3項で準用する法 50条 4項） 

６ 労働局又は労働基準監督署から、法の施行のため必要があると認められ、報告を求め

られた場合には、これに対応しなければならない。（法 100条 2項：報告等） 
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９ 通達・別表の記載事項外（労働局に対する申請、届出等） 

（問）法人の支部・支社等である登録教習機関が、受講者不在の本部・本社等の会場で講

義を行う講師をライブ配信方式の技能講習の講師に充てる場合、本部・本社等の会場の

所在地を管轄する都道府県労働局に登録の必要はあるか。 

（答） 

配信先である支部・支社等の会場（現に、受講者に対して技能講習が行われている場所）

については、当然にその所在地を管轄する都道府県労働局の登録が必要である。一方、法人

から支部・支社等に権限が委任され、支部・支社等が主体となって講師の確保や技能講習の

業務の管理等を行っている場合は、講師のみで受講者不在の本部・本社等の会場について

は、その所在地を管轄する都道府県労働局に登録する必要がないが、当該支部・支社等の責

任において適切に講師の確保や技能講習の業務の管理等を行う必要がある。なお、既に登

録済みの機関は、「技能講習を行う場所」以外でも同一の都道府県内であれば技能講習を行

うことできることとされているなど、登録に関する平成 16 年３月 30 日付け厚生労働省労

働基準局安全衛生部安全課長事務連絡の別紙３の関係部分及び平成 17 年９月 30 日付け同

事務連絡の別紙の関係部分に留意する必要がある。 

 

 

Ⅱ 特別教育 

１ 通達の記の２(１)ア 

(問)教育時間の確認の方法として、受講者から受講報告書を提出させ、これにより確認

する方法は認められるか。 

(答)受講者による自己申告のみでは認められない。 

 

２ 通達の記の２(１)イ及び別表「映像教材等に出演する講師並びに映像教材等を作成す 

る者及び監修する者」 

(問)映像教材等に出演する講師並びに映像教材等を作成する者及び監修する者に関する

要件の定めはあるのか。 

(答)いずれも法令上資格要件は定められていないが、特別教育の科目について、十分な知

識及び経験を有する者でなければならない。 

 

３ 通達の記の２(１)ウ及び別表「実施場所、質問対応」 

(問)質疑を受付け回答できる体制とは、具体的にどのような措置を講ずれば良いのか。 

(答)受講者からの質問に対して確実に回答できる仕組みを整備するとともに、当該仕組み

を受講者に周知することが望ましい。このような措置を講ずることにより、教育時間中の

質疑応答に限らず、一定の期限を設けるなどして教育時間終了後に直接又は電話等による

質問の受付・回答等の方法によることも差し支えない。 
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４ 通達・別表の記載事項外（受講状況の記録） 

(問) 受講状況の記録はメモでもよいか。 

(答)受講状況の記録の方法等については、法令等において、様式等は定められていない。一

方、労働安全衛生規則第 38条に基づき特別教育を行ったときは、受講者、科目等の記録を

作成し３年間保存することとされているので、散逸のおそれもあり、様式を定めて各受講

者について確実に記録しておくことが望ましい。 

 

５ 通達の記の２(１)及び別表全般（通達の適用される安全衛生教育等） 

(問)安全衛生教育（再教育）については、特別教育のガイドラインと同等と解釈してよ

いか。 

(答)法第 60条の 2の安全衛生教育（再教育）については、通達本文及び別表で個別に記載

されていないが、通達記の２の(１)は、同(２)以外の安全衛生教育等（通達では、厚生労働

省がカリキュラム等を定める労働災害の防止のために必要な安全衛生教育及び研修とされ

ている。）に関して示されたものであり、その中に含まれるので、原則として、特別教育と

同一のものとみなしてガイドラインを適用して差し支えない。 

ただし、安全衛生教育については、「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安

全衛生教育に関する指針」（平成元年５月 22 日安全衛生教育指針公示第１号）中、Ⅲの２

において、「講義方式、事例研究方式、討議方式等教育の内容に応じて効果の上がる方法と

する。」されていることから、討議方式の方法によって教育が実施される科目が含まれる場

合には、本ガイドラインによるほか、通達の別表中、「職長等の教育」に関する「討議方式

として実施する教育」の項に示されている「同一時間に参加した受講者相互のやりとりが

可能となるよう双方向性が確保されていること」に留意すること。 

 



 

別紙３ 
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ｅラーニング等により行われる技能講習等の実施ガイドライン等における用語・略語一覧 

 

用語・略語 説明 

通達 令和３年１月 25日付け基安安発 0125第２号、基安労発 0125第１号、

基安化発 0125第１号「インターネット等を介したｅラーニング等に

より行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施につい

て」をいう。 

ｅラーニング等 インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して行う

通信制の職業訓練等をいい、オンラインセミナー、ウェブ講習、リモ

ート教育等と呼ばれている。〔通達本文を参照〕 

映像教材等 映像教材又はウェブサイト動画等、動画ファイルをいう。 

同時かつ双方向 リアルタイムで送信・受信ができる環境をいう。 

ライブ配信方式 情報通信機器を通して、講師が講習を行う本部会場（講師のみで受講

者がいないスタジオ等の場合を含む。）及びそれ以外の会場（他の会

場）において同時かつ双方向に講習を行う方式をいい、サテライト方

式を含む。〔令和２年 12月 10日警察庁交通局運転免許課長通達を参

照〕 

録画配信方式 

 

情報通信機器を通して、講師が講習を行う会場（本部会場）以外の会

場（他の会場）において動画ファイルを再生して講習を行う方式をい

う。〔令和２年 12月 10日警察庁交通局運転免許課長通達を参照〕 

サテライト方式 本部会場において行う講習を、各地に設けた教室（他の会場）に、イ

ンターネット等を利用し音声及び映像を映し出すことによって、本部

会場及び他の会場で同時に行う方式をいう。ライブ配信方式のうち、

本部会場には受講者のいないスタジオ等を含まず、本部会場及びそれ

以外の会場（他の会場）がともに受講者に対して講習が行われる方式

である。〔平成 23年３月 15日基安安発 0315第３号を参照〕 

講義講師 

 

労働安全衛生法第 77条第２項第２号に規定される者で、当該機関と

の何らかの契約関係の下に、受講者に講義を行う講師をいう。 

質問等応答講師 労働安全衛生法第 77条第２項第２号に規定される者で、当該機関と

の何らかの契約関係の下に、受講者の質問等に応答する講師をいう。 

応答する 同時かつ双方向に応答することをいう。 

本部会場・他の会場 複数会場で講習を行う場合、講師が講習を実際に行っている等配信元

となる会場を本部会場といい、本部会場からの配信を受けて講習を行

う会場を他の会場という。 

 



 

 

 

基安安発 0125 第２号 

基安労発 0125 第１号 

基安化発 0125 第１号 

令和３年１月 25 日 

 

 

都道府県労働局労働基準部長 殿 

 

 

厚生労働省労働基準局安全衛生部 

安 全 課 長 

労 働 衛 生 課 長 

化学物質対策課長 

（ 契 印 省 略 ） 

 

インターネット等を介したｅラーニング等により行われる 

労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について 

 

労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号。以下「法」という。）第 59 条第３項に規定する

安全又は衛生のための特別の教育（以下「特別教育」という。）に係る当面の考え方につい

ては、令和２年３月 26 日付け基安安発 0326 第１号、基安労発 0326 第２号、基安化発 0326

第１号「インターネット等を介した eラーニングにより行われる特別教育の当面の考え方等

について」（以下「特別教育通達」という。）により示したころであるが、特別教育以外の厚

生労働省がカリキュラム等を定める労働災害の防止のために必要な安全衛生教育及び研修

（以下「安全衛生教育等」という。）についてもインターネットその他の高度情報通信ネッ

トワークを利用して行う通信制の職業訓練等（以下「ｅラーニング等」という。）を実施す

る動きが認められるところである。 

この状況を踏まえ、今般、安全衛生教育等を e ラーニング等により実施することについ

て、下記のとおり基本的な考え方及び留意事項を示すこととしたので、事業者及び安全衛生

教育等の実施機関等に対する周知、指導について遺漏なきを期されたい。 

なお、本通達をもって、特別教育通達は廃止する。 

 

記 

 

１ 基本的な考え方 

  労働災害を防止するためには、作業に就く労働者に対し、必要な安全衛生教育等を適切



に実施することが極めて重要であることから、法では、新規雇入れ時のほか、作業内容変

更時においても安全衛生教育を行うべきことを定め、また、危険・有害業務に就く者に対

する特別の教育や職長等の現場監督者、その他事業場の安全衛生担当者等に対する安全衛

生教育等を行うべきことを定めている。 

  近年の急速なデジタル技術の進展に伴い、eラーニング等により安全衛生教育等を実施

することへのニーズが高まっているが、eラーニング等により安全衛生教育等を行う場合

においても、対面による方法と同等の教育効果を担保するため、安全衛生教育等の実施者

は、記の２に掲げる事項に留意する必要がある。 

 

２ e ラーニング等により安全衛生教育等を行う場合の留意事項 

  e ラーニング等により安全衛生教育等を行う場合であっても、法定の科目の範囲、教育

時間及び講師の要件を満たした上で、教本等必要な教材を用いて行うとともに、以下に留

意して実施する必要があること。なお、個別の教育ごとに満たすべき要件を別表に取りま

とめたので、適宜参照すること。 

（１）法第 76 条第１項の規定による技能講習（以下「技能講習」という。）、労働安全衛生

規則（昭和 47 年労働省令第 32 号）別表第４衛生工学衛生管理者免許の項第１号の都道

府県労働局長の登録を受けた者が行う衛生工学衛生管理者講習（以下「衛生工学衛生管

理者講習」という。）、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程（平成 30 年厚生労働省、

国土交通省、環境省告示第１号）第２条第２項の規定による建築物石綿含有建材調査者

講習（以下「建築物石綿含有建材調査者講習」という。）及び石綿障害予防規則第三条

第六項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等（令和２年厚生労働省告示第 277 号）

に基づく分析調査講習（以下「分析調査講習」という。）以外の安全衛生教育等 

  ア  受講者が受講した事実及び教材の閲覧・視聴等による教育時間が法令で定める教

育時間以上であることを、教育を実施する者が担保する必要があり、具体的には次

のような確認方法があること。 

  （ア） 受講者を１か所に集合させず、例えば、ビデオ会議ツール等を用い、リアルタ

イムで講師が受講状況を確認しながら教育を行う方法 

  （イ） 使用されている映像教材又はウェブサイト動画等について、動画の再生記録や

パソコンの操作記録等に基づき教育を実施する者が受講状況を確認する方法 

  （ウ） 上記（ア）及び（イ）のほか、教育時間について、教育を実施する者が合理的

に証明できる方法 

  イ  映像教材又はウェブサイト動画等に出演する講師並びに当該映像教材又はウェ

ブサイト動画等を作成する者及び監修する者が、いずれも当該教習に関して十分な

知識又は経験を有すること。 

  ウ  受講者からの質疑を受付け、回答できる体制を整えること。 

  エ  実技による教育又は実地による研修が必要なものについては、講師と同一場所で

対面により実施すること。 

 



（２）技能講習、衛生工学衛生管理者講習、建築物石綿含有建材調査者講習及び分析調査講

習 

  ア  技能講習については、法第 77 条第２項第３号に規定する業務を管理する者が技

能講習の実施状況を把握することができるよう、登録教習機関が設定した会場に集

合して実施し、修了試験を対面により実施すること。また、受講者からの質問があ

った際に、講師が講義中に適切に応答できるよう双方向性が確保されていること。 

  イ  衛生工学衛生管理者講習については、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係

る登録及び指定に関する省令（昭和 47 年労働省令第 44 号。以下「登録省令」とい

う。）第１条の２の２の２第１項第３号に規定する衛生工学衛生管理者講習の業務

を管理する者が衛生工学衛生管理者講習の実施状況を把握することができるよう、

登録衛生工学衛生管理者講習機関が設定した会場に集合して実施し、修了試験を対

面により実施すること。また、受講者からの質問があった際に、講師が講義中に適

切に応答できるよう双方向性が確保されていること。 

  ウ  建築物石綿含有建材調査者講習については、建築物石綿含有建材調査者講習登録

規程第５条第１項第６号に規定する建築物石綿含有建材調査者講習事務を管理す

る者が当該講習の実施状況を把握することができるよう、講習実施機関が設定した

会場に集合して実施し、筆記及び口述による修了考査を対面により実施すること。

また、受講者からの質問があった際に、講師が講義中に適切に応答できるよう双方

向性が確保されていること。 

  エ  分析調査講習については、分析調査講習実施機関が当該講習の実施状況を把握す

ることができるよう、分析調査講習実施機関が設定した会場に集合して実施し、筆

記及び口述による修了考査を対面により実施すること。また、受講者からの質問が

あった際に、講師が講義中に適切に応答できるよう双方向性が確保されていること。 

 

  



 

別表 ｅラーニングにより行われる雇入れ時等教育等が満たすべき要件 

 雇入れ時等の教育

（※１） 

特別教育 職長等の教育（※

２） 

技能講習 安全管理者選任時

研修（※３） 

衛生工学衛生管理

者講習 

作業環境測定士登

録講習（※４） 

建築物石綿含有建

材調査者講習 

分析調査講習 

ｅラーニング等の

内容 

教育内容が労働安

全衛生規則第 35 条

第１項に定める範

囲を満たすこと 

教育内容が各特別

教育規程に定める

範囲を満たすこと 

教育内容が法第 60

条に定める範囲を

満たすこと 

講習範囲が各技能

講習規程に定める

範囲を満たすこと 

研修内容が、告示

（※５）第１号に定

める範囲を満たす

こと 

講習内容が、告示

（※６）第３条第１

号に定める範囲を

満たすこと 

講習範囲が告示（※

７）第３条第１項に

定める範囲を満た

すこと 

講習の講義の内容

が告示（※８）第７

条第２項第５号に

定める範囲を満た

すこと 

学科講習の内容が

告示（※９）第２条

第２号及び通達（※

10）に定める範囲を

満たすこと 

ｅラーニング等の

教材の閲覧・視聴等

の時間の担保 

受講していることを

担保できること 

教育時間が、各特別

教育規程に定める

時間以上であるこ

とが担保できるこ

と 

教育時間が、労働安

全衛生規則第 40 条

第２項に定める時

間以上であること

が担保できること 

講習時間が、各技能

講習規程に定める

時間以上であるこ

とが担保できるこ

と 

研修時間が、告示

（※５）第１号に定

める時間以上であ

ることが担保でき

ること 

講習時間が、告示

（※６）第３条第１

号に定める時間以

上であることが担

保できること 

講習時間が、告示

（※７）第３条第１

項に定める時間以

上であることが担

保できること 

講習の講義時間が、

告示（※８）第７条

第２項第５号に定

める時間以上であ

ることが担保でき

ること 

学科講習の講習時

間が、告示（※９）

第２条第２号に定

める時間以上であ

ることが担保でき

ること 

使用されている映

像教材又はウェブ

サイト動画等に出

演する講師並びに

当該映像教材又は

ウェブサイト動画

等を作成する者及

び監修する者 

― いずれも十分な知

識又は経験を有す

ることが確認でき

ること 

いずれも十分な知

識又は経験を有す

ることが確認でき

ること 

いずれも各技能講

習規程に定める講

師の要件を満たす

ことが確認できる

こと 

いずれも告示（※

５）第２号に定める

講師として必要な

能力を有すること

の要件を満たすこ

とが確認できるこ

と 

いずれも登録省令

第１条の２の２の

２第１項第２号に

定める講師の要件

を満たすことが確

認できること 

いずれも作業環境

測定法別表第３各

号の表の科目の欄

に掲げる講習科目

に応じ、それぞれ同

表の条件の欄に掲

げる条件のいずれ

かに適合する知識

経験を有すること

が確認できること 

いずれも告示（※

８）第５条第１項第

３号に定める講師

の要件を満たすこ

とが確認できるこ

と 

いずれも通達（※

10）に定める講師の

要件を満たすこと

が確認できること 

実技、修了試験等 雇入れ時等の教育の

うち、実技教育につ

いて、講師と同一場

所で対面により実施

していること 

特別教育のうち、実

技教育について、講

師と同一場所で対面

により実施している

こと 

― 実技講習について講

師と同一場所で対面

により実施している

こと及び修了試験に

ついて登録教習機関

の監視者と同一場所

で対面により実施し

ていること 

― 修了試験について登

録衛生工学衛生管理

者講習機関の監視者

と同一場所で対面に

より実施しているこ

と 

― 筆記試験による修了

考査について建築物

石綿含有建材調査者

講習実施機関の監視

者と同一場所で対面

により実施している

こと 

筆記試験による修了

考査について分析調

査講習実施機関の監

視者と同一場所で対

面により実施してい

ること 

実地研修について講

師と同一場所で対面

により実施している

こと及び口述試験に

よる修了考査を対面

により実施している

こと 

実地研修について講

師と同一場所で対面

により実施している

こと及び口述試験に

よる修了考査を対面

により実施している

こと 



実施場所、質問対応 受講者からの質問が

あった際に受付け回

答できる体制がある

こと 

受講者からの質問が

あった際に受付け回

答できる体制がある

こと 

受講者からの質問が

あった際に受付け回

答できる体制がある

こと 

登録教習機関が設定

した会場に集合して

実施することによ

り、法第 77条第２項

第３号に規定する業

務を管理する者が技

能講習の実施状況を

把握できること 

受講者からの質問が

あった際に受付け回

答できる体制がある

こと 

登録衛生工学衛生管

理者講習機関が設定

した会場に集合して

実施することによ

り、登録省令第１条

の２の２の２第１項

第３号に規定する衛

生工学衛生管理者講

習の業務を管理する

者が衛生工学衛生管

理者講習の実施状況

を把握することがで

きること 

受講者からの質問が

あった際に受付け回

答できる体制がある

こと 

建築物石綿含有建材

調査者講習実施機関

が設定した会場に集

合して実施すること

により、建築物石綿

含有建材調査者講習

登録規程第５条第１

項第６号に規定する

建築物石綿含有建材

調査者講習事務を管

理する者が当該講習

の実施状況を把握で

きること 

分析調査講習機関が

設定した会場に集合

して実施することに

より、分析調査講習

実施機関が当該講習

の実施状況を把握で

きること 

受講者からの質問が

あった際に、講師が

講義中に適切に応答

できるよう双方向性

が確保されているこ

と 

受講者からの質問が

あった際に、講師が

講義中に適切に応答

できるよう双方向性

が確保されているこ

と 

受講者からの質問が

あった際に、講師が

講義中に適切に応答

できるよう双方向性

が確保されているこ

と 

受講者からの質問が

あった際に、講師が

講義中に適切に応答

できるよう双方向性

が確保されているこ

と 

人数 ― ― 15 人以内の受講者を

もって一単位として

いること 

学科講習について、

会場ごとにおおむね

100 人以内の受講者

としていること 

会場ごとにおおむね

100 人以内の受講者

としていること 

会場ごとにおおむね

100 人以内の受講者

としていること 

学科講習について、

会場ごとにおおむね

100 人以内の受講者

としていること 

学科講習について、

会場ごとにおおむね

100 人以内の受講者

としていること 

学科講習について、

会場ごとにおおむね

100 人以内の受講者

としていること 

討議方式として実施

する教育 

― ― 同一時間に参加した

受講者の相互のやり

とりが可能となるよ

う双方向性が確保さ

れていること 

― ― ― ― ― ― 

（※１）法第 59 条第１項及び第２項の規定による雇入れ時等の教育 

（※２）法第 60 条の規定による職長等の教育 

（※３）労働安全衛生規則第５条第１号の厚生労働大臣が定める研修 

（※４）作業環境測定士法（昭和 50 年法律第 28号）第５条の講習 

（※５）労働安全衛生規則第五条第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修（平成 18年厚生労働省告示第 24 号） 

（※６）衛生管理者規程（昭和 47年労働省告示第 94号） 

（※７）作業環境測定士規程（昭和 51年労働省告示第 16 号） 

（※８）建築物石綿含有建材調査者講習登録規程（平成 30年厚生労働省、国土交通省、環境省告示第１号） 

（※９）石綿障害予防規則第三条第六項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等（令和２年厚生労働省告示第 277 号） 

（※10）令和２年９月１日付け基発 0901 第 10 号「石綿障害予防規則第三条第六項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者に係る具体的事項について」 


